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18 歳以下の国民健康保険
税（均等割額）を全額減免

　国民健康保険税（均等割額）減免

問住民課税務班　☎７８－３１１3（内１１6）

▶対象者１人あたりの減免額　

※軽減世帯の人は、軽減後の均等割額が減免。
▶申込　手続き不要
▶減免後の税額の通知　６月上旬に「津奈木町　
町県民税・固定資産税・国民健康保険税　納
税通知書」を発送します。この通知には 18 歳
以下均等割額は減免されていませんので、７月
上旬に対象者あてに発送する「賦課更正（決定）
通知書」を確認してください。（減免内容は２
期以降の支払いで調整しますので、１期分はそ
のまま支払いをお願いします）

税つなぎタウンチャンネルと
光BOX+のサービスが終了しました

　つなぎタウンチャンネル・光 BOX+のサービス終了

問政策企画課　☎７８－３１１４（内２２３）

　光 BOX+（HB-2000）が 3/31 ㈬に新規販
売が終了し、光ブロードバンドサービス提供開
始に合わせて開設した光 BOX+で閲覧できる

「つなぎタウンチャンネル」も 4/30 ㈮でサービ
スが終了しました。光 BOX+ は R4.3/31 ㈭に
機能提供サービスが終了しますが、初期化・故
障などをしない限りは端末にアプリケーション
情報を持ち続けます。インターネットの閲覧も
引き続き利用可能です。 
▶終了後の対応　同チャンネルで公開していた
情報は町ホームページに移行しています。
　【継続中】光ブロードバンド加入促進補助金制度
　光ブロードバンドへ新たに加入した世帯や事
業所へ１万円を交付します。平成 28 年度以降
で未申請の人が対象です。申請には光回線加
入申込内容が分かる書類の写しが必要です。

　水俣・芦北地域振興計画

低炭素型観光地域づくり事業

問政策企画課　☎７８－３１１４（内２２２）

第七次水俣・芦北地域振興計画が
スタートします

　水俣・芦北地域では、県内で唯一、昭和 53 年の閣議了解に基づき策定された「水俣・芦北地域振興計
画」で、40 年以上にわたり地域の振興が図られてきました。今年度は、「地域の資源を活用し、環境と
共生する持続可能な地域づくり」を基本理念に掲げた「第七次水俣・芦北地域振興計画」がスタートしま
す。（県作成のリーフレット（別冊）も参照ください）
　これまでの計画を発展・継承し、引き続き国、県、地元一体となって地域の振興に全力で取り組んでい
きますので、皆さまのご支援・ご協力をお願いします。
▶津奈木町では、以下の事業を目玉にすえて取り組みます

つなぎ温泉四季彩周辺魅力アップ事業 平国小学校跡地利活用事業

問ほけん福祉課福祉班　☎７８－３１１５（内１２６）

児童手当の現況届は
６月29日までに提出してください

　児童手当を受給している人は、6 月分以降も継続して受給するために、6 月中に現況届の提出が必要にな
ります。対象者には６月上旬に書類を郵送します。公務員は職場に提出してください。

　児童手当現況届

▶申込期限

６月 29 日火 
▶必要なもの
・児童手当現況届
・受給者の健康保険証の写し
※国民年金・厚生年金、私立学校教職員共済以外
の共済組合加入者は省略可。
・別居監護届（町外に住所登録をしている場合のみ）
▶注意点　
　手続きをしないと引き続き受給資格があっても、
６月以降の手当が受給できません。

▶年齢要件などによる支給月額
年齢要件など 支給月額

０～３歳未満（一律） 15,000 円

3 歳以上 
小学校修了前

第１・２子 10,000 円
第３子以降 15,000 円

中学生（一律） 10,000 円
※所得制限対象者（一律） 5,000 円

児童手当の支給時期
中学校卒業までの児童を養育している人に次の
内容で支給をします。年 3 回（6 月・10 月・翌年
2 月） それぞれの前月分までの手当の支給です。

学生納付特例申請手
続きはお済みですか

　学生納付特例制度

問住民課住民班　☎７８－３１１３（内１１２）

　学生納付特例制度とは、20 歳以上の学生
で、所得が少なく保険料を納めることが困難な
場合、本人の申請で保険料の納付が猶予され
る制度です。
▶申込先　住民課住民班・八代年金事務所
▶必要なもの　
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・有効期間が表記されている学生証（写し可）
または在学証明書（原本）
・マイナンバーカードまたは年金手帳

出張年金相談の案内
【相談時間】9:30~15:30
○６/10 ㈭・24 ㈭　水俣市総合もやい直しセンター
○６/11 ㈮　芦北町役場
相談方法（事前に電話予約）
○八代年金事務所出張相談予約窓口　
　☎０９６５－３５－６１２３（平日 8:30~17:15）

飼い主のいない猫の
避妊去勢手術費用補助

　避妊去勢手術費用補助

問住民課住民班　☎７８－３１１３（内１１１）

　県では飼い主のいない猫に対する避妊去勢
手術費用の一部を補助しています。事前に申し
込みが必要です。
▶対象　県内（熊本市を除く）に生息する飼い
主のいない猫を保護し、動物病院で避妊去勢
手術を行った県内在住の個人・団体
▶補助金額
・オス１頭　5,000 円
・メス１頭　10,000 円
※手術費用が上記に満たない場合、手術費用
が補助金額。
▶申込期限 　R4.2/28 ㈪
※申請状況で期限が前後することがあります。
　申込・問い合わせ先
水俣保健所　 ☎６３－４１０４
時間：平日 8:30~17:00

区　分 均等割額
軽減非該当世帯 26,100 円
２割軽減世帯 20,880 円
５割軽減世帯 13,050 円
７割軽減世帯 7,830 円


